
レンタルボックス 

ご契約の前に～重要事項 

 （ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ契約用） 

賃貸人 ： 株式会社 平和不動産 御中 

● お申込み、ご契約等について 

①前払い賃料      当月分日割、翌月分及び翌々月分賃料。（３ヵ月相当の賃料） 

（以降はお客様の銀行口座より振替とさせて戴きます） 

敷金等の預り金はありませんが、契約中にコンテナの内外等、明らか   

に損壊等を与えた場合、原状回復費用を戴く場合があります。 

②身分証明書      個人契約は、住民票・運転免許証・保険証・パスポート等、身分の確認が

出来るもの１通ご提示して戴き、コピーを戴きます。 

法人契約は、会社謄本のコピー１通が必要です。（Ｆａｘ可） 

③緊急連絡先人     ご親族の方を１名選出して、住所・電話番号等を記入して戴きます。 

④銀行通帳及び銀行印  基本的に、４ヵ月目以降の賃料はお客様の銀行口座より振替させて 

戴きます。 

            （振替手数料は１回に付、別途２００円必要となります） 

 

● 契約期間中及び解約等について 

①賃料の支払いを遅延した場合は、遅延損害金として、年10％の割合による金額をお支払して戴きま

す。 

②更新料    契約は１年契約で、更新の際、更新料として使用料１ヵ月分を申し受けます。 

但し、更新に至る迄、賃料の未納及び遅延が１度でもなかった場合、更新料は 

「サービス」させて戴きます。 

 ③契約期間内の解約は１ヵ月前の予告で承ります。但し、１ヵ月後の月末日が契約終了日となります。 

契約終了月は日割精算を行っていません。（月単位契約） 

 

 

（上記内容承諾します） 

平成  年  月  日 

住所 

氏名                     印 


